
療養（補償）給付

休業（補償）給付

障害（補償）

年金

業務災害又は通勤災害による傷病が治ゆ

（症状固定）した後に障害等級第１級から

第７級までに該当する障害が残ったとき

業務災害又は通勤災害による傷病が治ゆ（症

状固定）した後に障害等級第８級から第

14級までに該当する障害が残ったとき

障害（補償）

一時金

遺族（補償）

年金

遺族（補償）

一時金

必要な療養の費用の支給

第１級　313日分

第２級　277日分

第３級　245日分

第４級　213日分

第５級　184日分

第６級　156日分

第７級　131日分

第８級　503日分

第９級　391日分

第10級　302日分

第11級　223日分

第12級　156日分

第13級　101日分

第14級　  56日分

１人








153日分

２人








201日分

３人








223日分

４人以上


245日分

給付基礎日額の1000日分の一時

金（⑵の場合は、すでに支給した年

金の合計額を差し引いた額）

（休業特別支給金）

休業4日目から、休業1日につき

給付基礎日額の20％相当額



業務災害又は通勤災害による傷病が療養

開始後１年６か月を経過した日又は同日

後において次の各号のいずれにも該当す

ることとなったとき

⑴　傷病が治ゆ（症状固定）していないこと

⑵　傷病による障害の程度が傷病等級に

該当すること

常時介護の場合は、介護の費用とし

て支出した額（ただし、104,960円

を上限とする）。

ただし、親族等により介護を受けて

おり介護費用を支出していないか、

支出した額が56,930円を下回る場合

は56,930円。

随時介護の場合は、介護の費用とし

て支出した額（ただし、52,480円を

上限とする）。

ただし、親族等により介護を受けて

おり介護費用を支出していないか、

支出した額が28,470円を下回る場合

は28,470円。

障害（補償）年金又は傷病（補償）年金受給

者のうち第１級の者又は第２級の者（神経・

精神の障害及び胸腹部臓器の障害の者）

であって、現に介護を受けているとき

事業主の行う健康診断等のうち直近のも

の（一次健康診断）において、次の各号の

いずれにも該当することとなったとき

⑴　検査を受けた労働者が、血圧検査、血

中脂質検査、血糖検査、腹囲又はＢＭ

Ｉ（肥満度）の測定のすべての検査に

おいて異常の所見があると診断され

ていること

⑵　脳血管疾患又は心臓疾患の症状を有

していないと認められること

傷病（補償）年金

介護（補償）給付

第１級





313日分

第２級





277日分

第３級





245日分

注）表中の金額等は、平成20年４月１日現在のものです。



　労災保険においては、療養(補償)給付、介護(補償)給付及び二次健康診断等給付以外の保険給付

は、原則として被災された方の稼得能力によって給付額が異なります。これは、労災保険が災害

によって失われた稼得能力のてん補を目的とするからであり、具体的な保険給付額を算出する方

法として、「給付基礎日額」というものを用います。

　給付基礎日額とは、原則として労働基準法の平均賃金に相当する額をいいます。この平均賃金

とは、原則として、業務上又は通勤による負傷や死亡の原因となった事故が発生した日又は医師

の診断によって疾病の発生が確定した日（賃金締切日が定められているときは、その日の直前の

賃金締切日）の直前3か月間にその労働者に対して支払われた賃金の総額を、その期間の暦日数

で割った1暦日当たりの賃金額のことです。

　ところで、休業(補償)給付の額の算定の基礎として用いる給付基礎日額は、賃金水準に応じて

改定（スライド）され、また、療養開始後１年６か月を経過した場合は、年齢階層別の最低・最

高限度額が適用されます（休業給付基礎日額)。また、年金たる保険給付（傷病(補償)年金、障害

(補償)年金及び遺族(補償)年金）の額の算定の基礎として開いる給付基礎日額についても、賃金水

準に応じて改定（スライド）され、年齢階層別の最低・最高限度額の適用があります(年金給付基

礎日額)。

　なお、年齢階層別の最低・最高限度額は、年金が支給される最初の月から適用されます。

　算定基礎日額とは、原則として、業務上又は通勤による負傷や死亡の原因である事故が発生し

た日又は診断によって病気にかかったことが確定した日以前１年間にその労働者が事業主から受

けた特別給与の総額を算定基礎年額として365で割って得た額です。

　ところで、特別給与の総額が給付基礎年額（給付基礎日額の365倍に相当する額）の20％に相当

する額を上回る場合には、給付基礎年額の20％に相当する額が算定基礎年額となります。ただし、

150万円が限度額です。

　なお、特別給与とは、給付基礎日額の算定の基礎から除外されているボーナスなど３か月を超

える期間ごとに支払われる賃金をいい、臨時に支払われた賃金は含まれません。



死亡

死亡

負傷・疾病

治ゆ

傷病が治ゆ

（症状固定）

して障害等

級第８級か

ら14級まで

に該当する

身体障害が

残ったとき

傷病が治ゆ

（症状固定）

して障害等

級第１級か

ら７級まで

に該当する

身体障害が

残ったとき

療養開始後１年６

か月たっても傷病

が治ゆ（症状固定）

しないで障害の程

度が傷病等級に該

当するとき



　保険給付を受けるためには、被災労働者又はその遺族が所定の保険給付請求書に必要事項を記

載して、被災労働者の所属事業場の所在地を管轄する労働基準監督署長（二次健康診断等給付は

所轄労働局長）に提出しなければなりません。

療養(補償)給付

休業(補償)給付

障害(補償)給付

遺族(補償)給付

介護(補償)給付

葬 祭 料

葬 祭 給 付

二 次 健 康

診 断 等 給 付






